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森林のサイクル

植える

育てる使う（伐る）

（森林資源の循環利用）
※京都府産木材の利用は、「植える→育てる→使う（伐る）→植える」という
　サイクルを維持し、森林の多面的機能を発揮させ、山元に収益を還元する
　ことで地域の活性化につながります。

CO2

O2

下刈り

間　伐

収　穫

植　林

●公共建築物
●住宅・一般建築物
●木製品
●間伐材を使った紙製品
●木質バイオマス　
　　　　　　etc…

 まゆまろ 2958019〇京都府Ｃ

京都府森林計画区図（令和７年 4月 1日現在）

15万7807ha

18万4390ha

46 万 1209ha

注１　令和 7年 4月 1日現在
　２　（　）は森林率
　資料：林業振興課森林政策・流通係

34万 2197ha（74.2％）

Ⅰ　森林の現況

資料：林業振興課森林政策・流通係

淀川上流

由良川

宅地・農地等京都府総土地面積

森 林 面 積

地域森林計画対象森林の森林計画区別人工林・天然林等別面積構成（令和７年４月１日現在）

淀川上流森林計画（令和 4年度計画樹立）

由良川森林計画（令和 7年度計画樹立）

京　都　府　　　総　計

注１　人工林率は、地域森林計画対象森林における人工林面積を地域森林計画対象森林（対象外及び適用除外森林を除く）面積で除している。
　２　（　　）は、構成率
　３　森林率は、「国有林」及び地域森林計画対象森林の「対象外及び適用除外森林」を含む全ての「森林面積」を「総土地面積」で除している。
資料：林業振興課森林政策・流通係
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天然林等

154,162ha（森林率 71.0%）

179,437ha（森林率 77.2%）

333,600ha（森林率 74.2%）
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○　京都府の森林面積は 34 万 2197ha で、総土地面積に占める森林の割合は 74.2％と全国の
66.4％を上回っています。
○　このうち国有林を除く民有林の割合は 97.9％と、全国の 69.4% に比べ、民有林の割合がか
なり高くなっています。
○　京都府内の森林計画区は 2 つに分かれており、淀川上流森林計画区は 10 市７町１村で面積
15万 7807ha で、由良川森林計画区は 5市 3町で面積は 18万 4390ha です。
○　民有林面積 33万 4877ha のうち地域森林計画対象森林面積 33万 3599ha です。
○　地域森林計画対象森林面積のうち淀川上流森林計画区の面積は 15 万 4162ha で、由良川森
林計画区は 17万 9437ha です。
○　地域森林計画対象森林面積のうち人工林は 12 万 6452ha で、地域森林計画対象森林全体の
37.9％となっています。
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Ⅴ　令和７年度における主要施策

1　国産木材の魅力発信拠点MO CTIO N（東京都新宿区）
2　未来会議 森林の公益的機能に関する講義（南丹市　ハピろー！の森）
3　府有林事業地（南丹市）
4　木製治山ダム（福知山市）
5　府内産木材による木質化（舞鶴市　舞鶴聖母幼稚園のエントランス図書コーナー）

令和８年３月発行

京都府の森林・林業の現状
（令和７年版）
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林業振興課

京都府では、森林の整備・保全や木材の利活用などを着実に進めるとともに、府民や企業等
が連携して様々な形で森林づくりを進める府民協働の取組を展開し、水源の涵養、災害の防止
や地球温暖化防止などの様々な公益的機能を発揮する豊かな森林を守り育んでいます。

■ 林業の成長産業化に向けた施策の展開

○効率的な林業経営の推進による素材生産力の強化
・森林経営管理制度による施業の集約化と併せ、路網整備や高性能林業機械等の導入を進めるとともに、
事業者の連携・協業によって、低コストでの森林整備を推進し、木材生産の拡大に取り組む民間事業体
を支援

○木材の利用拡大の推進
・今後の素材生産量の拡大に対応するため、府内の木材加工流通体制を充実
・府が行う土木事業や公共建築物の整備において府内産木材を率先利用
・府内産木材を使用した住宅や商業施設・福祉施設等の木造化・木質化を支援
・川上～川下の連携による府内産木材の需給体制の構築に向けた取組を支援（サプライチェーン）
・｢未来につなぐ京の木府民会議」による啓発活動、「建築技術講習会」での技術者の育成を通じ、府内
産木材が積極的に利用される気運を醸成

○市町村における森林経営管理制度の取組の推進
・「（一財）京都森林経営管理サポートセンター」による相談対応や技術的なサポート
・市町村職員を対象とした、森林・林業の専門的な知識・技術に関する研修を実施
・意向調査や森林集積等の取組が円滑に実施できるよう、「森林集積推進員」による地域の森林組合・民
間の林業事業体の連携体制の構築や森林経営計画の作成を支援
・森林組合、林業事業体、市町村等からなる協議会が行う、地域で集約化を進める取組に対する支援

■ 災害の未然防止・減災対策

○集中豪雨や地震などによる災害に対し、ハード・ソフト一体となった、未然防止・減災対策
・山地災害からの復旧や今後の豪雨等による二次被害からの未然防止を図るため、危険木の除去や簡易防
災施設の設置等を実施
・市町村と京都府が連携し、地域住民による流木災害等を未然に防止する取組や、地域の防災意識を高め
る活動を支援・京都府森林の適正な管理に関する条例に基づく、森林所有者による積極的な取組を支援

■ 森林機能の発揮による安心・安全な地域基盤の創造

○｢京都府豊かな緑を守る条例」及び「京都府林地開発行為の手続に関する条例」により不適切な開発を防
止し府民生活の安全を確保
○保安林制度に対する理解を深めてもらうため、森林所有者や地域住民に対して説明会を開催するととも
に、保安林の適切な配備と管理を推進

■ 森林・林業の担い手の確保・育成対策

○森林・林業の担い手を確保・育成するための取組を推進
・令和７年４月設置の「京都府人材確保育成センター」において、担い手の誘導から事業体の経営発展ま
でをトータルマネジメントし、農林水産業を横断的に効果的な人材確保・育成施策を展開
・時代のニーズに応じた担い手を育成するため、林業大学校では高性能林業機械の操作をはじめ、ドロー
ン操縦や特殊伐採に対応できるカリキュラムを実施
・林業事業体の経営力の強化等を図るため、林業事業体を対象とした経営セミナーや労働安全研修会を開
催するとともに、「京都府木材生産業者等連絡協議会」の活動を支援

京都府の森林・林業・木材産業に関する最新の行政情報を広く
府民に発信するため、ホームページ「きょうと森の通信局」を
開設していますのでご利用ください。

ホームページアドレス
https://www.pref.kyoto.jp/forest/index.html
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